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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発信側ネットワークに位置する発信局（６９０）と移動通信の訪問先のネットワークに
位置して移動通信のホームネットワークに加入した着信局（６９５）との間の電気通信シ
ステムにおける呼をセットアップする方法であって、該発信側ネットワーク、ホームネッ
トワーク及び訪問先の移動通信ネットワークがＩＰネットワークによって接続されている
方法において、
　　　着信局のホームネットワークを決定し、
　　　発信側ネットワークとホームネットワークとの間にＩＰネットワークを媒介して接
続（７１０）をセットアップし、
　　　ホームロケーションレジスターからユーザープロフィールを獲得し、
　　　該ユーザープロフィールを評価し、
　　　発信側および着信側ネットワークに接続されたゲートウェイ間の接続に対してユー
ザープロフィールからキャリアタイプを決定し、
　前記キャリアタイプがＩＰタイプに相当する場合、さらに、
　　　ホームネットワークでホームロケーションレジスター（７６０）から着信局のロー
ミング番号を獲得し、
　　　発信側ネットワークとホームネットワークとの間の接続を終了させ、
　　　訪問先のネットワークに接続されたゲートウェイ（７８０）のＩＰアドレスを決定
し、
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　　　発信側ネットワークに接続されたゲートウェイ（７７０）と前記呼に対する訪問先
のネットワークに接続されたゲートウェイ（７８０）との間の接続（７００）をセットア
ップする工程を含んでなる方法。
【請求項２】
　発信側ネットワークに接続されたゲートウェイと着信側ネットワークに接続されたゲー
トウェイとの間の接続が回線交換接続である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　発信側ネットワークに接続されたゲートウェイと着信側ネットワークに接続されたゲー
トウェイとの間の接続がＩＰ接続である請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ＩＰネットワークでルーターホップの数を最小化する更なる工程を具備する請求項１な
いし３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　発信局と着信局との間の音声の端末間符号化を交渉する更なる工程を具備する請求項１
ないし４の何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　発信側ネットワークが移動通信ネットワークであって、端末間の符号化が中継無操作の
符号化である請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　交渉のための信号方式が移動通信ネットワーク内の帯域内周波信号方式とＩＰネットワ
ークでの帯域外周波信号方式である請求項５又は６に記載の方法。
【請求項８】
　発信側ネットワークに位置した発信局（６９０）と、訪問先の移動通信ネットワークに
位置して移動通信のホームネットワークに加入した着信局（６９５）との間の呼をセット
アップするために、次の工程を実行する発信側ネットワークを制御する方法であって、発
信側ネットワーク、ホームネットワーク及び訪問先の移動通信ネットワークがＩＰネット
ワークによって接続されており、
　　　着信局のホームネットワークにＩＰネットワークを媒介して接続（７１０）を要求
し、
　判断されたキャリアタイプがＩＰタイプに相当する場合、さらに、
　　　着信局のローミング番号を受信し、
　　　発信側のネットワークとホームネットワークとの間で、接続の終了を要求し、
　　　訪問先のネットワークに接続されたゲートウェイ（７８０）のＩＰアドレスを決定
し、
　　　発信側ネットワークに接続されたゲートウェイ（７７０）とその呼の訪問先のネッ
トワークに接続されたゲートウェイ（７８０）との間の接続（７００）のセットアップを
要求する、
工程を実行する発信側ネットワークを制御する方法。
【請求項９】
　発信局と着信局との間の端末間の符号化を交渉する更なる工程を具備する請求項８に記
載の方法。
【請求項１０】
　端末間の符号化が中継非符合化である請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　請求項８に記載の方法を実行するように構成されたユニットを備えた装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（背景）
本発明は、一般に通信システム分野におけるルーティングと符号化に係り、より詳細には
、２つのパーティ間の途中で、例えば、パケット交換、回線交換、有線、無線、インター
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ネット等々の様々な異なったタイプの通信システムを介して送信されうる信号のルーティ
ングと符号化に関する。
【０００２】
商業通信システムの成長、特にセルラー無線電話システムの爆発的な成長は、消費者の許
容閾値を越えて通信品質を落とさずにシステム容量を増加させる方法を探し求めることを
システム設計者に強いている。これらの目的を成し得るための一つの方法は、アナログ変
調を用いて搬送波にデータを乗せるシステムからデジタル変調を用いて搬送波にデータを
乗せるシステムへの変更を必要とした。
【０００３】
電気通信における他の最近のトレンドはインターネットの出現である。この点において特
に興味深いことは、インターネットプロトコル（ＩＰ）に基づいてパケット交換を使用し
たインターネットを介して電話の通話をやり取りできることである。この種のサービスは
しばしば「ボイスオーバーＩＰ」（ＶｏＩＰ）と呼ばれる。例えば、図１に示すように、
ユーザーＡは、それぞれの公衆電話交換回線網（ＰＳＴＮ）間で通信インターフェースと
してインターネットとＶｏＩＰ技術を利用してユーザーＢと通信することができる。
【０００４】
この種の有線対応サービスの使用が増大していくと、無線通信システムとつないでＶｏＩ
Ｐ技術を使用できることがまた有用である。しかし、このような複合化は、呼のルーティ
ング、オーバーヘッド信号方式、符号化の点で幾つかの問題点を提起する。以下の例を考
察する。
【０００５】
（ＧＳＭネットワーク内での実施に対して計画される）同等のアクセス機能は、国内長距
離および国際通信「レッグ」、つまり、ホームと訪問するパブリックランドモバイルネッ
トワーク（ＰＬＭＮ）の間の伝送のために、複数の相互キャリア（ＩＸＣ）の間からデフ
ォルトキャリアを加入者が選択することを可能にする。例えばＧＳＭなどのモバイルのユ
ーザへの呼は、通常は、ホームネットワークに最初にルーティングされ（このルーティン
グはここでは「ホーミングレッグ」と呼ぶ）、ついで訪問先のネットワークまでルーティ
ングされる（このルーティングはここでは「ローミングレッグ」と呼ぶ）。モバイル間通
話において、同等のアクセスは、ホーミングレッグ上の呼び出している加入者（つまり、
図２のＶＰＬＭＮＡからＨＰＬＭＮＢへ）とローミングレッグ上の呼び出された加入者（
図２のＨＰＬＭＮＢからＶＰＬＭＮＢ）から使用されることが可能である。これは、呼び
出した加入者が、ダイヤルされた発信先の番号の前に特定のプリフィクスを使用すること
によって、予めの選択および／またはコールバイコール制で、（キャリアが、同様にイン
ターネット電話サービスプロバイダー（ＩＴＳＰ）でもある）ホーミングレッグのための
ＩＸＣを選択することができることを意味する。ローミングレッグに使用されるＩＸＣは
、ＨＬＲのユーザープロフィールに格納されたものとして、プライマリーインターエクス
チェンジキャリア（ＰＩＣ）識別によって示される。
【０００６】
ローミングレッグ上にＶｏＩＰの未調整状態での導入を許可すると、予測不可能な音声品
質（例えば、多元変換符号化に伴うもの）と長時間通話遅延が起こりうる。例えば、モバ
イルの通話終了の呼が回線交換ドメインから送られてきている場合、ゲートウェイモバイ
ル交換センター（ＧＭＳＣ）は、プライマリーインターエクスチェンジキャリア（ＰＩＣ
）識別がローミングレッグに対してＶｏＩＰ　ＩＸＧを示している場合は、結局は、その
ドメインの最も近接したボイスゲートウェイに向けて呼をルーティングする。他方、入っ
てくる呼が（例えばＩＴＳＰのＶｏＩＰネットワークを使用して）ＩＰドメインから来る
場合、その呼はＩＰと回線交換ドメイン間で複数回の不必要な変換を受ける。ＩＰおよび
回線交換コールレッグ上で使用される異なったコーデック間の複数回のトランスコーディ
ングは、音声品質を下げ、会話のやり取りに多大な遅延を生じさせる。この問題は、２つ
のＶｏＩＰレッグにわたってルーティングされる２人のモバイルユーザー間の通話を説明
している図２をみると、より明確になる。
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【０００７】
そこでは、最初の符号化（例えば、ソースまたは音声符号化とも呼ばれる、音声情報の圧
縮）は、エアーインターフェースを介した伝送より優先して移動局２０にてその情報に適
用される。特定の符号化アルゴリズムは、適用可能なエアーインターフェース標準で、こ
の例では、ＧＳＭ０６．１０基準内で規定され、ここで単に「ＧＳＭコーデック」と称さ
れるものによって規定される。次に、受信情報は、ＶＰＬＭＮａのノード内の伝送のため
に、ＧＳＭコーデックからＧ－７１１コーデック（例えばＧ．７１１によって規定される
ような通常のＰＣＭコーデック）へＢＳＣ／ＴＲＣでトランスコーディングされる。この
例では、ＶｏＩＰバイパス２２がホーミングレッグ上の呼をルーティングするために使用
されるので、別のトランスコーディングが、ＶｏＩＰゲートウェイ２４において実行され
る。例えば、その情報は、ＩＰネットワーク２２を介した伝送のためにＧ．７１１から低
ビットレート符号（例えばＧ．７２３．１またはＧ．７２９において特定されたもの）へ
トランスコーディングされることが可能である。その情報が受信ユーザーのＨＰＬＭＮｂ

に到達するとすぐに、その情報は、ゲートウェイ２６にて再びトランスコーディングされ
る。つまり、ＨＰＬＭＮノード内でのルーティングのために低ビットレート符号からＰＣ
Ｍ符号に戻される。ルーティング情報は、受信者とのモバイル通信を目下サポートしてい
るＭＳＣ３４まで呼をルーティングするために、ホームロケーションレジスター（ＨＬＲ
）２８から得られる。ついで、その情報は、ゲートウェイ３０にて再度トランスコーディ
ングされて、ＶｏＩＰローミングレッグネットワーク３２を介して伝送される。ＶＰＬＭ
Ｎｂにおいて、その情報は、もう一度、そこでのルーティングのためにＰＣＭにトランス
コーディングされる。最後に、その情報は再度ＧＳＭコーデックモードにトランスコーデ
ィングされ、移動ユニット３６へエアーインターフェースを介して伝送される。
【０００８】
ＶｏＩＰがホーミングレッグとローミングレッグの双方に使用されているこの例では、合
計で６回のトランスコーディングが行われうることが分かる。符号化基準の間の各変換は
音声品質を落とし、低ビットレートコーデックへの各符号化は、およそ２０－３０ミリ秒
の遅延（つまり、コーデックフレームを生じる十分な音声データを待ち受けすることに主
に起因しているもの）を付加する。例えば、通話転送または会議電話のような他のサービ
スが求められる場合には、さらなるトランスコーディングが実行される。その呼のセグメ
ントに適用される特定のトラフィックケースと多様なコーデック（例えば、異なる基準が
、一回目のエアーインターフェースを介したＧＳＭと二回目のＤＡＭＰＳのような異なる
セグメントで使用されうる）に依存することとなるので、これは、受信した音声品質が予
測不能になることを意味している。
【０００９】
この問題を回避する一つの方法は、ホーミングＩＰレッグとローミングＩＰレッグ上でＰ
ＣＭ符号化を利用することである。これは、上記の例における６回のトランスコーディン
グから２回までトランスコーディングの回数を減じる。さらに明確に言えば、この解決法
を実行するために必要とされるトランスコーディングだけが、エアーインターフェース（
ＴＲ１）を介して発信者からの情報を受信する際で、エアーインターフェース（ＴＲ２）
を介して受信者に情報を送信する前に実行される。ＩＰリンク４０および４２は、図３に
示されているように、ＰＬＭＮと同じ復号化を利用して情報を伝達する。しかし、この解
決法は、低ビットレート符号化がＩＰレッグを介して利用されている場合に得られる送信
容量の節約を全くもたらさない。例えば、ＩＰレッグに対してコーデックＧ７２３．１を
用いると、ＰＣＭの復号化に対して１０の送信容量節約ファクターがもたらされる。さら
に、実際にすべてのレッグ上でＧ．７１１符合化を共通に使用できるようにするためには
、関与したすべてのパーティがこのタイプの符号化のみを使用することに同意する必要が
ある。
【００１０】
国際特許出願ＷＯ９９／０５５９０は、ＩＰネットワークを経由にネットワークノード間
に呼をセットアップすることを可能にする総合音声システムを消化している。しかし、該
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システムは、固定されたネットワークに制約されており、よって更なるネットワークと音
声符合化をローミングするような移動体通信ネットワークに関連した問題を解決していな
い。したがって、２つのパーティ間で情報をルーティングする様々なシステムを使用する
呼のルーティングと符号化の高度化された技術を提供する。
【００１１】
（概要）
情報の通信のための従来の方法とシステムにおけるこれら及びその他の不具合と制約は、
呼のルーティングに関する評価がＩＴＳＰおよび／または無線ネットワーク内の呼の制御
ポイント（例えば、ゲートキーパー）において実行される、本発明の例示的な実施態様に
より解消される。例示的な実施態様では、受信パーティのプレファレンスと関連したＰＩ
Ｃ識別が、例えば、受信ＨＰＬＭＮから得られて、ゲートキーパーに送信される。ＰＩＣ
識別は、受信者に情報をルーティングするために使用されるキャリアネットワークのタイ
プ（例えば回線交換またはＶｏＩＰ）を識別するために、ゲートキーパーによって使用さ
れて、さらなるルーティングの決定をするために、ゲートキーパーによって使用される。
【００１２】
例えば、ゲートキーパーに送られたＰＩＣ識別が、回線交換キャリアとして好ましいキャ
リアを識別する場合、ＩＰホーミングレッグが、受信ＨＰＬＭＮでボイスゲートウェイで
終了されて、その情報が、通常の回線交換ルーティング処理（例えば、ローミングモバイ
ルユーザーに対して呼をルーティングするためのＧＳＭ標準で定義されている処理）が適
用されるＧＭＳＣに送信される。もし代わりにＶｏＩＰキャリアがＰＩＣ識別に基づいて
ゲートキーパーによって識別される場合、そのゲートキーパーは、訪問先のネットワーク
においてボイスゲートウェイに向けてＩＰドメイン上で直接呼をさらにルーティングする
ために利用される、呼び出されたユーザーローミング番号をＨＬＲから検索する。この後
者の場合には、呼は、呼ばれたユーザーのＨＰＬＭＮを通じてルーティングされる必要は
なく、トランスコーディングの遅延も数も最小化することができる。
【００１３】
本発明の別の例示的な実施態様によると、付加的なトランスコーディング工程が（おそら
くは全てのトランスコーディング）、通信ノードが単一暗号化に一致することができる場
合には、つまり、いわゆる「中継無操作」（ＴＦＯ）がＩＰ電話通信に対して端末間にて
機能するようにさせることができる場合には、回避可能である。一般的な場合では、これ
は、ボイスゲートウェイが回線交換コールレッグ上でのＴＦＯ交渉をＩＰコールレッグに
向けて、またその逆に拡張することができることを意味する。
【００１４】
電話通信交換局を通じての（例えば、ＧＳＭ　ＴＳ　０４．５３に示されたような）帯域
内信号方式とＩＰネットワーク（例えば、Ｈ．２４５、ＳＤＰ、ＲＴＣＰに示されたよう
な）帯域外信号方式を組み合わせることによって、モバイル加入者が関わるとき、端末間
で音声の一回の符号化と一回の復号化を達成することができる。あるいは、この方法は、
トランスコーディングの数を最小化するために呼の一部で使用可能である。符号化された
音声の適切なフォーマットを交渉することによって、ＩＰネットワークに使用される帯域
幅を最小化することが可能である。
本発明のこれらと他の目的、特徴と長所は、添付図と以下の詳細な説明を読むことにより
さらに明らかとなる。
【００１５】
（詳細な記載）
次の例示的な実施態様は、一部分がＴＤＭＡ無線通信システムである通信システムとして
提供する。しかし、当業者であれば、この接続方法が単に例証の目的のために使用されて
いるものであって、本発明に係る無線リンクを含む通信システム部分は周波数分割多元接
続（ＦＤＭＡ）、ＴＤＭＡ、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）とそれらのハイブリッドを含
むあらゆるタイプの接続方法を使用して実行可能であることは理解できるであろう。
【００１６】
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さらに、ＧＳＭ通信システムによる操作は、欧州電気通信標準学会（ＥＴＳＩ）資料ＥＴ
Ｓ　３００５７３、ＥＴＳ３００５７４およびＥＴＳ３００５７８に記載されている。し
たがって、ＧＳＭシステムの操作は、無線接続が、本発明による通信システムに構築可能
となる例示的な方法を理解するために必要な範囲においてのみ記載する。本発明は、ＧＳ
Ｍシステムを含む例示的な実施態様において説明するが、当業者であれば、本発明によっ
て構築された無線接続が、広帯域ＣＤＭＡ、無線ＡＴＭ、ＤＡＭＰＳ、ＰＤＣ等々のよう
な広範な他のデジタル通信システムを利用して提供することができることは理解できるで
あろう。
【００１７】
図４には、本発明の例示的なＧＳＭの実施態様に係る通信システム１００が示される。該
システム１００は、呼を管理するために複数のレベルを具備した階層制ネットワークとし
て設計されている。一連のアップリンクとダウンリンクの周波数を使用すると、システム
１００内で操作される移動局１２０は、これらの周波数でそれらに割り当てられたタイム
スロットを利用して呼に関与している。上位階層レベルにおいては、移動交換センター（
ＭＳＣ）１４０のグループが、送信先から相手先への呼のルーティングを担っている。特
に、これらのものが呼のセットアップ、制御、終了に責任を負っている。ゲートウェイＭ
ＳＣ（ＧＭＳＣ）として周知のＭＳＣ１４０のうち一つが、公衆電話交換回線網（ＰＳＴ
Ｎ）１８０、または他の公私ネットワークとの通信を操作する。
【００１８】
下位の階層レベルでは、ＭＳＣ１４０の各々は、基地制御局（ＢＳＣ）１６０の一グルー
プに接続されている。ＧＳＭ標準下では、ＢＳＣ１６０は、ＣＣＩＴＴ信号方式ナンバー
７のモバイルアプリケーションパートに基づくＡインターフェースとして周知の標準イン
ターフェースの下でＭＳＣ１４０と通信する。
【００１９】
さらに下位の階層レベルでは、ＢＳＣ１６０の各々は、基地送受信局（ＢＴＳ）２００の
一グループを制御する。各ＢＴＳ２００は、一または複数の通信セル２１０のような特定
の共通した地理的範囲にサービスするアップリンクおよびダウンリンクＲＦチャンネルを
使用する複数のＴＲＸ（図示せず）を含む。ＢＴＳ２００は、指定されたセル内において
移動局１２０との間でのデータバーストの送信と受信のためのＲＦリンクを主に提供する
。パケットデータを伝達するために使用されるとき、これらのチャンネルは、パケットデ
ータチャンネル（ＰＤＣＨ）とよく称される。例示的な実施態様では、複数のＢＴＳ２０
０が無線基地局（ＲＢＳ）２２０内に導入される。例えば、ＲＢＳ２２０は、本発明の譲
受人であるテレフォンアクチーボラゲット・エル・エム・エリクソンによって提供される
製品群ＲＢＳ－２０００によって構成されうる。移動局１２０とＲＢＳ２２０の実施に関
するさらなる詳細については、興味がある読者は、Ｍａｇｎｕｓ　Ｆｒｏｄｉｇｈ等の「
異なる符号率を備えた変調スキームを使用するリンクに対するリンク適用法」と題された
米国特許出願第０８／９２１３１９号を参照されたい。
【００２０】
ＰＳＴＮ１２０に直接接続されているのに加えて、ＧＳＭ無線通信システム３００は、図
５において見られるようにインターネットを通じてＰＳＴＮ３１０に接続されることも可
能である。そこでは、ＧＳＭシステム３００は、インターネットサービスプロバイダー３
１０を通じて（ＮＡＳとボイスゲートウェイを媒介して）ＩＰバックボーンまたはインタ
ーネット３２０に接続される。ＰＳＴＮ３１０に加えて、インターネット３２０は企業Ｌ
ＡＮ３３０にも接続され、本発明に係る２つ（以上）の端末装置間で情報が伝達されるシ
ステムタイプのさらなる例を提供する。
【００２１】
本発明の例示的な実施態様によると、例えば、ＧＳＭ携帯電話３４０と固定（有線）電話
３５０の間の呼のルーティングは、例えば図５のシステムの例では、ＧＳＭシステム３０
０あるいはＩＳＰ３１０のどちらかでありうるゲートキーパーにおいて呼を評価すること
によって単純化することができる。ゲートキーパーは、ルーティング情報を獲得し、利用
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されるキャリアのタイプとユーザープロフィールから得たルーティング情報に基づいて宛
先まで直接、呼を送信する。本発明による例示的な方法は、図６のフローチャートに示さ
れている。まず、ステップ４００においては、ゲートキーパーは、それがモバイルユーザ
ーであることを識別するために、呼を出している移動端末から受信したコールセットアッ
プメッセージに含まれるディレクトリ番号（例えばＭＳＩＳＤＮ）で番号検索を実行する
ことができる。ついで、ゲートキーパーは、例えば、ステップ４１０においてＭＡＰ操作
を使用してＨＬＲからユーザープロフィールをダウンロードすることができる。当業者で
あれば、ＣＣＩＴＴ信号方式全般と、特にＭＡＰ操作には、精通しており、よってその操
作の検討はここでは省略する。ステップ４２０では、ゲートキーパーは、ユーザープロフ
ィールに含まれるＰＩＣ識別がＩＰキャリアまたは回線交換キャリアと関連しているかど
うか決定する。ＩＰキャリアがローミングレッグのために使用されるべきであることをＰ
ＩＣ識別が示す場合には、フローはステップ４３０に進み、そこでは、ゲートキーパーが
、例えば、ＨＬＲに向けてセンドルーティングインフォＭＡＰ操作を使用することによっ
て、意図する受信者のローミング番号を検索する。ついで、ステップ４４０において、ゲ
ートキーパーは、呼ばれたユーザーのＶＰＬＭＮでボイスゲートウェイのＩＰアドレスに
受信したローミング番号を変換することができる。ペイロード情報は、ステップ４５０に
示されるように、ゲートキーパーからそのアドレスまで直接、送信可能である。他方、Ｐ
ＩＣ識別が例えば回線交換キャリアのようなＩＰキャリア以外のものである場合には、ゲ
ートキーパーは、ステップ４６０においてＨＰＬＭＮでボイスゲートウェイにおける呼の
ＩＰレッグを終了する。
【００２２】
この技術は、図７に概念的に示す。そこでは、本発明によって、端末６９０と端末６９５
の間で通信されるペイロード情報が、リンク７１０と７２０を使用する呼ばれたユーザー
ホームシステムを通じてルーティングされるよりむしろ、ＩＰリンク７００を通って直接
、送信可能であり、それによって少なくとも２回、トランスコーディングの数を減らすこ
とができる。ゲートキーパー７４０は、ローミングレッグ（７２０）が、例えば、ＭＳＩ
ＳＤＮを備えた端末６９０によって送信されたプリフィクスからＶｏＩＰレッグであるこ
とを決定する。ついで、受信者端末６９５に現在サービスしているＢＳＣ／ＭＳＣ７５０
と関連したローミング番号がＨＬＲ７６０から得られる。ゲートキーパー７４０は、つい
で、ＨＬＲ７６０から得られたローミング番号を使用してゲートウェイ７８０に直接ペイ
ロード情報を送信するようにゲートウェイ７７０に指示する。この結果、音声品質が改善
され、変換装置において生じていた音声遅延が取り除かれる。さらに、ＩＰドメインで呼
を維持することによって、音声経路の最適化がペイロードに対して達成され、次にはＩＴ
ＳＰにルーティングを制御する機会を提供し、そのＩＰバックボーンネットワーク上でル
ーターホップを最小化する。
【００２３】
本発明の別の例示的な実施態様によると、付加的なトランスコーディング工程（おそらく
は全てのトランスコーディング）が、通信ノードが単一復号化に一致することができる場
合、つまり、いわゆる「中継無操作」（ＴＦＯ）が、ＩＰ電話通信に対して端末間で働く
ように構築できる場合に、回避しうる。一般的な場合には、これは、ボイスゲートウェイ
が、回線交換コールレッグ上のＴＦＯ交渉をＩＰコールレッグに向けて、およびその逆に
拡張することができることを意味している。
【００２４】
電話通信交換局を通じての帯域内信号方式（例えば、ＧＳＭ　ＴＳ　０４．５３に示され
たもの）とＩＰネットワークでの帯域外信号方式（例えば、Ｈ．２４５、ＳＤＰ、ＲＴＣ
Ｐに示されたもの）を組み合わせることによって、モバイル加入者が関わるときに、端末
間でその音声の一符号化と一逆復号化を達成することが可能である。あるいは、この方法
は、トランスコーディングの回数を最小にするために呼の一部上で使用可能である。ルー
ティングに含まれるノード間の符号化された音声の適切なフォーマットを交渉することに
よって、ＩＰネットワークで使用された帯域幅を最小化することができる。
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さらに明確には、付加的なトランスコーディングは、あらゆるＧＳＭ　ＢＳＣとあらゆる
ＶｏＩＰゲートウェイとの間にＧＳＭコーデックと新たなＧＳＭ中継無操作標準を適用し
、もってＢＳＣにおける本トランスコーディングを回避することにより、減少させること
ができる。呼に伴うＶｏＩＰゲートウェイが同じサービスプロバイダーの管理下にある場
合には、それらのゲートウェイは、ＩＰレッグを介してＧＳＭコーデックを使用するよう
に構成でき、モバイル・ツー・モバイルＶｏＩＰコールに対して端末間トランスコーディ
ングとなる。
ＶｏＩＰ ＧＷが、異なるサービスプロバイダーに属している一般的な場合では、端末間
トランスコーディングは、ＩＰレッグ上での帯域外Ｈ．２４５／ＳＤＰコーデック交渉ク
ローンで回線交換レッグ上の帯域内ＴＦＯコーデック交渉をマッピングするロジックを展
開することによって達成できる。これは、呼のセットアップの直後になすことができ、呼
に加わった終端点の間のコーデック再交渉という結果になる。また、通話の間、微弱な電
波状態に遭遇している場合、アダプティブなマルチレートコーデックが移動局上で有効で
あれば、さらに低いコーデックビットレートへのダイナミックアダプテーションが端末間
で同意される。これらのコンセプトは図８に示されている。
【００２６】
本発明のこの例示的な実施態様によると、呼が、電話通信交換局とＩＰネットワークの両
方を通過するとき、モバイル加入者を伴う通話において、さらに良好な音声品質が利用で
きる。同時に、ＩＰネットワークで使用される帯域幅が最小化される。
【００２７】
本発明は、２、３の例示的な実施態様のみを参照して詳細に説明したが、当業者であれば
、本発明から逸脱することなく様々な変更を加えることができることは理解できるであろ
う。したがって、本発明は、すべての均等物を包含するように意図されている特許請求の
範囲によってのみ規定される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　無線対応システムと結合したインターネット上の音声を示すダイアグラムであ
る。
【図２】　２つの無線端末間のＶｏＩＰの一実施に関連した遅延とトランスコーディング
の例を示すダイアグラムである。
【図３】　トランスコーディングがＰＬＭＮとＩＰネットワークの間で実行されない２つ
の無線端末間のＶｏＩＰの別の実施に関連した遅延とトランスコーディングの例を示すダ
イアグラムである。
【図４】　本発明によって通信システムに無線接続するために使用可能なＧＳＭ無線通信
システムの例を示すダイアグラムである。
【図５】　本発明によってインターネットを通じて、無線通信システム、ＰＳＴＮおよび
企業ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）の間の相互接続の例を示すダイアグラムであ
る。
【図６】　本発明の例示的な実施態様において呼をルーティングする方法を示すフローチ
ャートである。
【図７】　図６の例示的な実施態様によるルーティングの例を示すダイアグラムである。
【図８】　本発明によるさらなる例示的な実施態様を示すダイアグラムである。
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